
　　　　　　　調査基準日：平成３０年３月３１日

総数 女性数 参画率 増減

行政委員会

1 草津市教育委員会 教育総務課 4 2 50.0% ＝ 地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律

50.0%

2 草津市選挙管理委員会 総務課 4 0 0.0% ＝ 地方自治法 0.0%

3 草津市公平委員会 総務課 3 1 33.3% ＝
地方自治法、地方公務員法、草津市公平委員会
設置条例

33.3%

4 草津市監査委員 監査委員事務局 2 0 0.0% ＝ 地方自治法、草津市監査委員条例 0.0%

5 草津市農業委員会 農業委員会事務局 24 2 8.3% △ 地方自治法、農業委員会等に関する法律、草津
市農業委員会に関する条例

3.8%

6 草津市固定資産評価審査委員会 総務課 3 1 33.3% ＝ 地方自治法、地方税法、草津市固定資産評価審
査委員会条例

33.3%

          　小　　　　計 40 6 15.0% 11.9%

附属機関

7 草津市住民投票審議会 企画調整課 5 2 40.0% ＝ 草津市住民投票条例 40.0%

8 草津市男女共同参画審議会 男女共同参画課 15 9 60.0% ＝ 草津市男女共同参画推進条例 60.0%

9 草津市市政功労者表彰選考委員会 秘書課 10 4 40.0% ▼ 草津市附属機関設置条例 44.4%

10 草津市職員懲戒審査委員会 職員課 5 2 40.0% ＝
地方自治法施行規程
草津市職員懲戒審査委員会規則

40.0%

11 草津市一般職員懲戒審査委員会 職員課 5 1 20.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 20.0%

12 草津市一般職員分限審査委員会 職員課 6 1 16.7% ＝ 草津市附属機関設置条例 16.7%

13 草津市退職手当審査会 職員課 5 1 20.0% ＝ 草津市職員の退職手当に関する条例 20.0%

14 草津市人権擁護審議会 人権政策課 25 13 52.0% ＝ 草津市人権擁護に関する条例 52.0%

15 草津市行政システム改革推進委員会 行政経営課 10 4 40.0% ▼ 草津市附属機関設置条例 60.0%

16 草津市防災会議 危機管理課 20 4 20.0% ＝ 災害対策基本法、草津市防災会議条例 20.0%

17 草津市国民保護協議会 危機管理課 32 2 6.3% ▼ 国民保護法、草津市国民保護協議会条例 6.5%

18 草津市情報公開・個人情報保護審議会 総務課 5 1 20.0% ＝ 草津市情報公開・個人情報保護審議会設置条例 20.0%

19 草津市指定管理者選定委員会 総務課 8 2 25.0% ＝
草津市公の施設に係る指定管理者の手続き等に
関する条例

25.0%

20 草津市公正職務執行審査会 総務課 3 1 33.3% ＝ 草津市政の透明化の推進および公正な職務執行
の確保に関する条例

33.3%

21 草津市公益通報等処理委員会 総務課 8 2 25.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 25.0%

22 草津市公有財産審議会 総務課 8 3 37.5% ▼ 草津市公有財産審議会設置条例 50.0%

23 草津市政治倫理審査会 総務課 6 2 33.3% ▼ 草津市長の倫理に関する条例 50.0%

24 草津市いじめ再調査委員会 総務課 5 1 20.0% ＝ いじめ防止対策推進法 20.0%

25 草津市行政不服審査会 総務課 3 1 33.3% ＝ 行政不服審査法、草津市行政不服審査会設置条
例

33.3%

26 草津市入札監視委員会 契約検査課 5 1 20.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 20.0%

27
草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員
会

まちづくり協働課 10 4 40.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 40.0%

28 草津市路上喫煙対策委員会 生活安心課 8 3 37.5% ＝ 草津市路上喫煙の防止に関する条例 37.5%

29 草津市環境審議会 環境課 19 6 31.6% ▼ 草津市環境基本条例 40.0%

30 草津市金融審査会 商工観光労政課 11 1 9.1% ＝ 草津市金融審査会設置条例 9.1%

31 草津市勤労者福祉施設運営審議会 商工観光労政課 9 3 33.3% ▼ 草津市勤労者福祉施設運営審議会条例 55.6%

32 草津市廃棄物減量等推進審議会 ごみ減量推進課 9 2 22.2% ▼
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、草津市廃
棄物の適正処理および再利用ならびに環境美化
に関する条例

40.0%

33 草津市クリーンセンター運転管理業者選定委員会 廃棄物処理施設建設室 4 0 0.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 0.0%

34 草津市健幸都市づくり推進委員会 健康福祉政策課 20 5 25.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 25.0%

35 草津市社会福祉法人等審査会 健康福祉政策課 7 1 14.3% ＝ 草津市附属機関設置条例 14.3%

36 草津市地域福祉推進市民委員会 健康福祉政策課 15 5 33.3% ＝ 草津市附属機関設置条例 33.3%

37 草津市民生委員推薦会 健康福祉政策課 10 5 50.0% △ 民生委員法、草津市民生委員推薦会規則 42.9%

38 草津市障害者総合支援法草津市審査会 障害福祉課 15 5 33.3% △ 障害者総合支援法、草津市障害者総合支援条例 26.7%

39 草津市障害者施策推進審議 障害福祉課 15 7 46.7% △ 草津市附属機関設置条例 40.0%

40 草津市健康づくり推進協議会 健康増進課 20 6 30.0% ＝ 草津市健康づくり推進協議会設置条例 30.0%

草津市審議会等における女性委員の参画状況

番号 審議会等名称 担当課
参画状況

根拠法等
【参考】

H29.3.31
参画率

資料２



総数 女性数 参画率 増減
番号 審議会等名称 担当課

参画状況
根拠法等

【参考】
H29.3.31
参画率

41 草津市自殺対策推進会議 健康増進課 15 6 40.0% ▼ 草津市附属機関設置条例 42.9%

42
草津市食育推進計画策定委員会
（平成29年度設置）

健康増進課 18 15 83.3% 草津市附属機関設置条例

43 草津市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会 長寿いきがい課 9 6 66.7% △ 草津市附属機関設置条例 50.0%

44 草津市あんしんいきいきプラン委員会 長寿いきがい課 20 6 30.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 30.0%

45 草津市地域包括支援センター運営協議会 地域保健課 15 11 73.3% ＝ 草津市附属機関設置条例 73.3%

46 草津市介護認定審査会 介護保険課 30 10 33.3% ▼ 介護保険法、草津市介護保険条例 36.7%

47 草津市地域密着型サービス運営委員会 介護保険課 9 5 55.6% ＝ 草津市附属機関設置条例 55.6%

48 草津市国民健康保険運営協議会 保険年金課 15 4 26.7% ＝ 国民健康保険法、草津市国民健康保険条例 26.7%

49
草津市特定健康診査等実施計画策定委員会
（平成29年度設置）

保険年金課 9 3 33.3% 高齢者の医療の確保に関する法律

50 草津市要保護児童対策地域協議会 子ども家庭課 25 11 44.0% ▼ 草津市附属機関設置条例 48.0%

51 草津市子ども・子育て会議 子ども子育て推進課 20 9 45.0% ▼ 草津市附属機関設置条例 50.0%

52 草津市都市計画審議会 都市計画課 14 4 28.6% ▼ 都市計画法、草津市都市計画審議会条例 35.7%

53 草津市景観審議会 都市計画課 15 5 33.3% ＝ 草津市景観条例 33.3%

54
草津市（仮称）市民総合交流センター整備事業者
選定委員会（平成29年度設置）

都市再生課 8 4 50.0% 草津市附属機関設置条例

55 草津市自転車安全利用促進委員会 交通政策課 15 5 33.3% ＝ 草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関す
る条例

33.3%

56 草津市建築審査会 建築課 7 3 42.9% ＝ 建築基準法、草津市建築審査会条例 42.9%

57 草津市特定旅館建築規制審議会 建築課 8 4 50.0% ＝ 草津市特定旅館建築規制条例 50.0%

58 草津市草津川跡地活用事業者選定委員会 草津川跡地整備課 8 4 50.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 50.0%

59 草津市住宅マスタープラン等策定委員会 住宅課 10 4 40.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 40.0%

60
草津市改良住宅譲渡審議会
（平成29年度設置）

住宅課 10 3 30.0% 草津市附属機関設置条例

61 草津市上下水道事業運営委員会 上下水道総務課 9 3 33.3% ▼ 草津市附属機関設置条例 44.4%

62 草津市教育委員会事務外部評価委員会 教育総務課 3 1 33.3% ＝ 草津市附属機関設置条例 33.3%

63 草津市青少年問題協議会 生涯学習課 20 9 45.0% △
地方青少年問題協議会法、草津市青少年問題協
議会設置条例

40.0%

64 草津市社会教育委員会議 生涯学習課 16 6 37.5% ＝ 社会教育法、草津市社会教育委員設置条例 37.5%

65 草津市文化振興審議会 生涯学習課 15 6 40.0% ＝
草津市附属機関設置条例、草津市教育委員会附
属機関運営規則 40.0%

66 草津市立少年センター運営委員会 少年センター 15 6 40.0% ＝ 草津市立少年センター条例 40.0%

67 草津市スポーツ推進審議会 スポーツ保健課 10 4 40.0% ＝ スポーツ基本法、草津市スポーツ推進審議会に関
する条例

40.0%

68 草津市小・中学校結核対策委員会 スポーツ保健課 4 1 25.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 25.0%

69 草津市文化財保護審議会 文化財保護課　 8 4 50.0% ＝ 文化財保護法、草津市文化財保護条例 50.0%

70 草津市図書館協議会 図書館 10 6 60.0% △ 図書館法、草津市立図書館設置条例 40.0%

71 草津市通学区域審議会 学校教育課 24 9 37.5% ▼ 草津市通学区域審議会設置条例 41.7%

72 草津市教育支援委員会 学校教育課 30 22 73.3% ▼ 草津市附属機関設置条例 83.3%

73 草津市立学校いじめ問題調査委員会 学校教育課 5 1 20.0% ＝ 草津市附属機関設置条例 20.0%

74 草津市いじめ問題対策連絡協議会 学校教育課 14 3 21.4% ＝ 草津市付属機関設置条例 21.4%

75 草津市立教育研究所運営委員会 教育研究所 10 5 50.0% ▼ 草津市立教育研究所設置条例 60.0%

          　小　　　　計 834 318 38.1% 39.6%



総数 女性数 参画率 増減
番号 審議会等名称 担当課

参画状況
根拠法等

【参考】
H29.3.31
参画率

その他の機関

76 草津市まち・ひと・しごと創生推進懇話会 企画調整課 10 3 30.0% ▼ 草津市まち・ひと・しごと創生推進懇話会開催要綱 40.0%

77 草津市シティセールス推進懇話会 広報課 12 2 16.7% △ 草津市シティセールス推進懇話会開催要綱 14.3%

78
草津市平和祈念のつどい実行委員会
（旧：草津市平和祈念フォーラム実行委員会）

人権政策課 10 3 30.0% ＝ 草津市平和祈念のつどい実行委員会設置要綱 30.0%

79 草津市人権擁護推進協議会 人権センター 29 12 41.4% △ 草津市人権擁護推進協議会設置規則 37.9%

80 草津市人権センター連絡協議会 人権センター 13 5 38.5% △ 草津市人権センター連絡協議会開催要綱 35.7%

81 草津市人・農地プラン確認会議 農林水産課 8 3 37.5% ＝ 草津市人・農地プラン確認会議設置要綱 37.5%

82
草津市農業委員会委員選考委員会
（平成２9年度設置）

農林水産課 7 2 28.6% 草津市農業委員会制度懇談会開催要綱

83 草津市認知症施策推進会議 長寿いきがい課 15 6 40.0% ▼ 草津市認知症施策推進会議開催要綱 46.7%

84 草津市特別支援処遇委員会 発達支援センター 10 8 80.0% ▼ 草津市特別支援処遇委員会設置要綱 100.0%

85 草津第二保育所同和保育運営委員会 第二保育所 12 8 66.7% △ 草津第二保育所同和保育運営委員会設置要綱 63.6%

86 第三保育所同和保育運営委員会 第三保育所 13 9 69.2% △ 第三保育所同和保育運営委員会設置要綱 63.6%

87 第四保育所同和保育運営委員会 第四保育所 11 7 63.6% ＝ 第四保育所同和保育運営委員会設置要綱 63.6%

88 草津市有償運送運営協議会 交通政策課 14 2 14.3% ▼ 草津市有償運送運営協議会設置要綱 26.7%

89 草津市地域公共交通活性化再生協議会 交通政策課 29 2 6.9% △ 草津市地域公共交通活性化再生協議会設置要
綱

6.7%

90 草津市地域公共交通会議 交通政策課 26 1 3.8% ▼ 草津市地域公共交通会議設置要綱 7.4%

91 草津市空家等対策推進協議会 建築課 10 4 40.0% ＝ 草津市空家等対策推進協議会設置要綱 40.0%

92 草津市スポーツ推進委員協議会 スポーツ保健課 55 16 29.1% ▼ 草津市体育指導委員に関する規則 30.4%

93
（仮称）草津市立プール整備基本計画検討懇話会
（平成29年度設置）

スポーツ保健課 15 7 46.7% （仮称）草津市立プール整備基本計画検討懇話会
開催要綱

          　小　　　　計 299 100 33.4% 33.0%

　　　　　小　　　　　　計総　　　　　計 1,173 424 36.1% 36.9%

※ 増減は前回調査時（H29.3.31）との比較

※ ここでいう審議会等とは、市民・有識者等の参画を得て調査・研究・諮問・審査等を行うために、法律・条例・規則・要綱等に基づき設置された機関のことをいい、

市職員のみで委員等が構成された機関は除きます。


